
武器貿易条約第４回締約国会議における 

河野外務大臣のステートメント 

（平成３０年８月２０日，於：ホテル椿山荘東京） 

（仮訳） 

 

議長， 

御列席の皆様， 

 

日本政府として，皆様を歓迎するとともに，武器貿易条約（ＡＴＴ）第４回

締約国会議（ＣＳＰ４）への出席のために東京まで遙々お越しいただいたこと

に感謝いたします。また，市民社会，学術界，産業界を含む関係者による，日

本に対する御協力と御支援に心から感謝の意を表したいと思います。 

 

通常兵器の無秩序ないし不法な取引は，人間の悲惨な苦しみ及び地域の不安

定を引き起こし，これが社会的・経済的発展を損なってきました。日本は通常

兵器に関する規範作りのプロセスに精力的に携わってきました。ＡＴＴはかか

る努力を代表するものであり，疑いなくその象徴的な実績です。 

 

この条約は，小型武器を含む通常兵器に関する国際貿易の適切な管理と不正

流用の防止を通じて，地域と国際の平和と安全を増進させることを目指してい

ます。そのような目的を与えられたＡＴＴは，条約の更なる普遍化と効果的な

履行という二つの差し迫った課題に現在直面しています。 

 

日本はアジアで初の議長国として，ＡＴＴ事務局，普遍化に関する作業部会

の共同議長であるフィンランド，その他同志国と協力しつつ，積極的にＡＴＴ

の普遍化を積極的に追求してきました。締約国・地域数が昨年の第３回締約国

会議の開催時点からアジアの一か国を含めて５増加したことを歓迎します。締

約国・地域数を今後も増加させるため，ＡＴＴの価値と役割を増進させるべく

我々は協働しなければなりません。 

 

条約の着実かつ効果的な履行のため，日本は２つの作業文書を提出しました。

この提案がＣＳＰ４の成果として然るべく反映されることを期待いたします。 

 

本年３月，条約の効率的かつ透明性の高い履行を促進するため，日本はＡＴ

Ｔの任意信託基金（ＶＴＦ）に財政的な貢献を行いました。 

 



また，日本はこれまで，支援を必要とする国々への能力強化を行ってきまし

た。 

 

効果的な条約履行のため，我々は国連軍備登録制度（ＵＮＲＯＣＡ）におけ

る報告や国連小型武器行動計画（ＵＮＰＯＡ）との協働が必要です。ＵＮＰＯ

ＡとＡＴＴのいずれにおいても，多くの関係者に影響を与える流用について議

論が行われてきました。今回の会議において予定されている，流用に関するテ

ーマ別討論が，この問題の効果的な緩和と対策に貢献することを期待します。 

 

ＵＮＰＯＡ第３回履行検討会議とＣＳＰ４の準備プロセスにおいて，ＡＴＴ

と持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の間の密接な関係について，活発で実りの

ある議論が行われました。我々は，ＡＴＴの履行がＳＤＧｓの実現を促進する

と確信します。 

 

最後になりましたが，市民社会，ＮＧＯ，産業界及び他の様々な関係者によ

るＡＴＴへの貢献に改めて感謝いたします。 

 

出席者の皆様の東京における素晴らしい議論を期待いたします。 

 

有り難うございました。 


